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2023 年 10 月 2 日 

コロナ患者への処方の入力方法＜院内処方＞（２０２３年１０月１日以降） 

新型コロナウイルス感染症の治療薬「薬剤料」のみ公費「０９６ 治療薬補助」にてレセプト請求します。 
２０２３年１０月以降は公費対象となる治療薬についても患者の負担割合に応じて自己負担が発生します。 
※公費の対象となるのは治療薬（薬剤料）のみとなります。 
その他の診療行為（検査料、検査判断料、処方料等）については保険適用となります。 

 
＜公費の対象となる治療薬＞ 
・経口薬  ：ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ 
・点滴薬  ：ベクルリー 
・中和抗体薬：ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド 

 
１．「２１ 診療行為」入力方法 ※以前と同じ（変更なし） 

＜例＞コロナ疑いで受診し、検査を行い、陽性判定となった。 
ラゲブリオカプセル（一般流通品）を処方する場合。 

 
（１）主保険で診察料等を算定します。 

※公費対象治療薬以外の処方がある場合も主保険で入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）「Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ６ 複数科保険」ボタンを押下します。 
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（３）「主保険＋治療薬補助」の保険組合せを選択し「Ｆ１２ 確定」ボタンを押下します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）公費対応の薬剤を入力します。 
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（５）「診療行為確認」画面で「主保険」の保険組合せに処方料等が自動発生します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公費対象薬剤のみの処方であっても 
「調剤料」「処方料」「調剤技術基本料」が 
主保険分で自動算定されます 

治療薬剤のみの算定となります 
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（６）「請求確認」画面で保険組合せ別に内容を確認します。 
 
主保険分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公費負担分 
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２．医療費の自己負担割合毎の自己負担限度額一覧＞ 
 
高齢者・７０歳未満共通 

割合 
自己負担限度額 

２０２３年９月末まで ２０２３年１０月１日から 

３割 ０円 ９，０００円 

２割 ０円 ６，０００円 

１割 ０円 ３，０００円 

 
７５歳到達月の特例 

割合 
自己負担限度額 

２０２３年９月末まで ２０２３年１０月１日から 

３割 ０円 ４，５００円 

２割 ０円 ３，０００円 

１割 ０円 １，５００円 

※７５歳到達月は、保険者変更前後で自己負担限度額が１／２ずつとなります。 
 
３．参考資料 

２０２３年９月１５日付の厚生労働省からの資料「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医
療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」の２９ページ以降に「患者等に対する公費負担の
取扱い」が記載されております。 

 
〇新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 

https://www.mhlw.go.jp/content/001147051.pdf 
以上 


